
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅
管 理 者 及 び 常 駐 職 員 セ ミ ナー

入 場
無 料

【会場地図】

2018年 ３月15日 （木）

13:30～17:00（受付12:45）

大阪府庁 新別館南館８階 大研修室／定員400名
大阪市中央区大手前３丁目１-43

TEL

主 催：大 阪 府/
(一般)サービス付き高齢者向け住宅協会

●地下鉄谷町線谷町4丁目駅
下車、1-A番、1-B番出口
より徒歩約3分

●会場へは公共交通機関を
ご利用ください。

●会場内は禁煙となってい
ます。
また、会場周辺での禁煙
にもご協力願います。

お申し込みは、別紙「参加申込書」にてお申込みください。

日程

時間

会場

【セミナー
スケジュール(予定)】

12：45 受 付
13：30 挨 拶
13：35 講義Ⅰ
15：05    講義Ⅱ
15：45    講義Ⅲ
16：25    大阪府
16：55 挨 拶
17：00 終 了

・知らないでは済まされない法制度（高齢者住まい法・老人福祉法等）
～基礎知識から立入検査のノウハウまで～

・実際の相談事例から日々の運営に役立つ事例の説明、契約書の変更など

・併設事業の主な介護報酬改定のポイントを説明
・サ高住と住宅型有料の入居者は、区分支給限度額の計算が変更になります。現場は、説明が求められ
ることが想定され、報酬、制度改定は、日々の業務や収入にも直結する大事なポイントです。

・有料老人ホーム設置運営指導指針等ついて（事故報告の方法、入居契約の注意点、好事例集等）

講義Ⅰ サービス付き高齢者向け住宅の関係法令 〈サ住協事務局〉

講義Ⅱ 入居者・ご家族とのトラブル事例と運営について 〈サ住協事務局〉

講義Ⅲ サービス付き高齢者向け住宅に関するＨ30介護報酬改定ポイント 〈サ住協事務局〉

講義Ⅳ 大阪府の講義 〈高齢介護室介護事業者課施設指導グループ職員〉

参 加
無 料

【セミナーのお問合わせ先】
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ TEL 06-6944-2675


